
債権管理フロー（水道料金）

給水契約により債権発生

履行期限

納入の通知

（地方自治法第231条、同法施行令第154条）

未納発生

給水契約により債権発生

履行期限

納入の通知

（地方自治法第231条、同法施行令第154条）

時効中断
(地方自治法第236条第4項)

給水停止
（富津市水道給水条例第33条）

１年を超えない期間
（規則第９条）

未納発生

督促（条例第６条第１項） 履行期限から20日以内

（規則第８条）

履行がない・・・

給水停止停止予告通知

履行がない・・・

給水契約により債権発生

履行期限

納入の通知

（地方自治法第231条、同法施行令第154条）

強制執行等（条例第10条）

【裁判所による回収手続】

(1) 支払督促…債権額の制限なし（民事訴訟法第382条～第396条）

費用は訴えの提起の半額(債権額60万で手数料3,000円)

裁判所から債務者に対し金銭を支払うよう督促。債務者

に異議がある（債務を認めない）ときは訴訟に移行する。

(2) 少額訴訟…債権額60万円が限度（民事訴訟法第368条～第381条）

費用は、訴えの提起と同額だが、迅速に判決を得られる。

(3) 訴えの提起

140万円以下 簡易裁判所

140万円以上 地方裁判所

時効中断
(地方自治法第236条第4項)

給水停止
（富津市水道給水条例第33条）

履行期限の繰上げ

(条例第11条)

１年を超えない期間
（規則第９条）

強制執行申立て

財産差押え

未納発生

督促（条例第６条第１項） 履行期限から20日以内

（規則第８条）

履行がない・・・

調査等により履行困難な

場合（該当要件は、条例

第11条～第14条）

債権の申出等

徴収停止

(条例第13条)

履行延期の特約等 支払督促により債務者

裁
判
所

給水停止停止予告通知

履行がない・・・

給水契約により債権発生

履行期限

納入の通知

（地方自治法第231条、同法施行令第154条）

強制執行等（条例第10条）

【裁判所による回収手続】

(1) 支払督促…債権額の制限なし（民事訴訟法第382条～第396条）

費用は訴えの提起の半額(債権額60万で手数料3,000円)

裁判所から債務者に対し金銭を支払うよう督促。債務者

に異議がある（債務を認めない）ときは訴訟に移行する。

(2) 少額訴訟…債権額60万円が限度（民事訴訟法第368条～第381条）

費用は、訴えの提起と同額だが、迅速に判決を得られる。

(3) 訴えの提起

140万円以下 簡易裁判所

140万円以上 地方裁判所

時効中断
(地方自治法第236条第4項)

給水停止
（富津市水道給水条例第33条）

履行期限の繰上げ

(条例第11条)

１年を超えない期間
（規則第９条）

債権回収

換価、配当

強制執行申立て

財産差押え

未納発生

督促（条例第６条第１項） 履行期限から20日以内

（規則第８条）

履行がない・・・

調査等により履行困難な

場合（該当要件は、条例

第11条～第14条）

債権の申出等

(条例第12条)

徴収停止

(条例第13条)

履行延期の特約等

(条例第14条)

債権放棄（条例第15条）

時効期間経過

（時効の援用する見込みあり）

支払督促により債務者

が債務を履行

裁
判
所

給水停止停止予告通知

履行がない・・・


